
令和６年度常陸大宮市団体旅行誘致促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，市外からの観光誘客等を促進するため，本市を訪れる団

体旅行を実施する旅行業者等に対し，団体旅行誘致促進事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することに関し，必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者等）

第２条 補助金の交付対象となる者及び事業並びにその額は，別表のとおりと

する。

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは補助金の

交付対象とはしない。

（１） 市内を出発地とするもの

（２） 本市からの補助金以外の助成金その他これに類する補助を受けて実

施する団体旅行等

（３） 会議又は研修

（４） 宗教活動又は政治活動を目的とした団体旅行等

（５） その他市長が適当でないと認めるもの

（補助金の上限等）

第３条 同一の事業者（同一の事業者であっても支店，営業所等が異なる場合

は，それぞれ異なる事業者とみなす。次項において同じ。）による団体旅行に

係る補助金は，年間４００，０００円を上限とする。

２ 前項の規定にかかわらず，同一の事業者が同一の行程で実施する団体旅行

については，年間２００，０００円を補助金の上限とする。

３ 前２項の規定にかかわらず，別表に掲げる団体旅行のうち，参加者募集に

係る広告掲載を行い，ツアーの名称等が本市のＰＲに繋がると認められるも

のについては，補助金の額に２０，０００円を加算するものとする。

４ 同一の団体による合宿は，年間１回までを補助金の対象とする。

（交付の申請）

第４条 助成金の交付を受けようとする者は，団体旅行誘致促進事業補助金交

付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて，実施日の１０日前までに市

長に提出しなければならない。

（交付の決定等）

第５条 市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査の上，

補助金の交付の可否を決定し，団体旅行誘致促進事業補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第２号）により当該申請した者に通知するものとする。

（変更等の承認）

第６条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は，補助



金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更し，中止し，

又は廃止しようとする場合は，団体旅行誘致促進事業補助金変更（中止・廃

止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し，承認を受けなければならな

い。

２ 市長は，前項の規定による変更等の申請があったときは，その内容を審査

の上，変更等の可否を決定し，団体旅行誘致促進事業補助金変更（中止・廃

止）承認通知書（様式第４号）により当該申請した者に通知するものとする。

（実績報告）

第７条 交付決定者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０

日を経過した日又は翌会計年度の４月３０日のいずれか早い日までに，団体

旅行誘致促進事業補助金実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添えて，

市長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第８条 市長は，前条の規定による報告を受けたときは，その内容を審査の上，

補助金の額を確定し，団体旅行誘致促進事業補助金交付額確定通知書（様式

第６号）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第９条 交付決定者は，前条の規定による通知があったときは，団体旅行誘致

促進事業補助金交付請求書（様式第７号）により市長に補助金の交付を請求

するものとする。

（交付決定の取消し）

第１０条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助

金の交付決定を取り消すことができる。

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(２) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

（補助金の返還）

第１１条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて，既に補助金を交付しているときは，当該助成金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。

（補則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，令和６年４月１日から施行する。



別表（第２条関係）

１ 団体旅行

※ 市の指定する体験型の観光を１箇所以上含むものとする。

交付対象者 交付対象事業 補助金の額

旅行業者（旅行業法（昭

和２７年法律第２３９

号）第３条の登録を受け

たものをいう。）

市が指定する行程を実施

する団体旅行

参加者１０名以上１９名

以下の場合

５０，０００円

参加者２０名以上の場合

１００，０００円

市内の観光施設を３箇所

※以上訪れ，又は市内で

開催されるイベント等

（祇園祭，鷲子祇園祭，

西塩子の回り舞台等）に

訪れ，かつ，市内に所在

する旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）第２

条第２項から第４項まで

に規定する宿泊施設（以

下「宿泊施設」という。）

に宿泊する団体旅行



２ 合宿

交付対象者及び条件 交付対象事業 補助金の額

学校教育法（昭和

２２年法律第２６

号）第１条に規定

する学校（幼稚園,

を除く。）の児童，

生徒及び学生並び

にその監督者で組

織される文化・ス

ポーツに関する活

動を行う団体

（小学生）

スポーツ少年団又

は各地域の体育協

会等に加盟してい

ること。

文化・スポーツ技

術の向上を目的

として，市内の文

化・スポーツ施設

を使用し，市内に

所在する宿泊施

設に宿泊する合

宿であって，当該

日程において市

内の観光施設を

１箇所以上訪れ

るもの

参加者１５名以上

２９名以下の場合

５０，０００円

参加者３０名以上

の場合

１００，０００円
（中高生）

参加者の数に含め

るのは，その団体の

選手（部員）・顧問・

監督・コーチ・マネ

ージャーとする。

（大学生）

参加者の数に含め

るのは，その団体の

選手（部員）・顧問・

監督・コーチ・マネ

ージャーとする。

なお，部活動以外の

団体である場合又

は監督若しくは部

長の引率がない場

合は交付対象とな

らない。

（共通）

選手（部員）・マネ

ージャー以外の参

加者で補助対象と

なる人数は，最大５

人までとする。


